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Ⅱ 本県の現状とこれまでの取組                 
 

第１ 本県の現状 
 

本県における刑法犯認知件数は、平成以降のピークとなった平成 15

（2003）年の 14,454 件から 16 年連続減少し、令和元（2019）年には

3,394 件と、平成 15（2003）年の約 4 分の１を記録しました。 

一方で、県内における刑法犯検挙者に占める再犯者の割合（再犯者率）は

近年 50％付近を推移しており微増傾向にあることから、県民が、安全・安心

に暮らすことができる長崎県の実現には「再犯の防止」が重要な取組の一つ

となっています。 

 

［表１：長崎県における刑法犯認知件数と再犯者率］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［表２：全国における刑法犯認知件数と再犯者率］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）警察庁・犯罪統計及び法務省提供データを基に長崎県が作成

注２）再犯者率は法務省から提供があった平成26年～令和元年分のみ記載
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１ 刑法犯認知・検挙状況の推移 
 

本県の刑法犯認知件数は年々減少し、一方、検挙率は増加傾向で、全国に

比べ、高い水準にあります。 

 

［表３：長崎県］ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
［表４：全国］  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）警察庁・犯罪統計を基に長崎県が作成

8,460

7,318

6,017
4,965

4,659
4,264

3,622
3,394

4,552

3,631
3,331

2,914 2,836 2,921
2,394

2,204

3,152
2,748

2,359
2,072 1,866 1,910 1,760

1,697

53.8％
49.6％

55.4％
58.7％

60.9％

68.5％ 66.1％
64.9％

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

認知件数(件) 検挙件数(件) 検挙人員(人) 検挙率(％)

(％)(人、件)

注１）令和元年犯罪白書（警察庁・犯罪統計による）及び警察庁・犯罪統計を基に長崎県が作成

注２）平成24年から平成26年までは、危険運転致死傷を含む

1,403,536

1,314,483
1,212,654

1,098,969

996,120
915,042

817,338
748,559

437,979
394,464 371,059 357,484 337,066 327,081 309,409 294,206287,386

262,823 251,605 239,355 226,376 215,003 206,094 192,607

31.2％ 30.0％ 30.6％
32.5％ 33.8％

35.7％
37.9％

39.3％

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

認知件数(件) 検挙件数(件) 検挙人員(人) 検挙率(％)

(％)(人、件)



8 

 

２ 刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率 

 

  本県の刑法犯検挙者数は減少傾向にありますが、再犯者率は微増傾向で、

全国に比べ、やや高い状況にあります。 

 

［表５：長崎県］   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［表６：全国］ 
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３ 少年の刑法犯検挙人員中の再非行少年の人員及び再非行少年率 
 

 本県の少年の刑法犯検挙人員は、年によって波があるものの減少傾向で、 

再非行少年率は全国に比べ、やや高い状況にあります。 

 

［表７：長崎県］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［表８：全国］ 
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４ 刑法犯及び薬物事犯における検挙者の状況（令和元年） 

 

 本県の刑法犯検挙者総数に占める無職者の割合並びに高齢者の割合は、全国

に比べ高い状況にあります。 

 また、薬物事犯（覚醒剤取締法、麻薬等取締法、大麻取締法）の検挙者数に

占める再犯者数の割合は、刑法犯における再犯者率に比べ、非常に高くなって

います。 

 

［表９：長崎県］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

［表 10：全国］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯
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注２）薬物事犯は、覚醒剤取締法、麻薬等取締法、大麻取締法の検挙者数及び再犯者数の合計
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（１）刑法犯検挙者のうち 65 歳以上の割合 

 

［図１：長崎県］        ［図２：全国］ 

 

 
 

 

 

（２）薬物事犯検挙者における再犯者の割合 

 

［図３：長崎県］         ［図４：全国］ 
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５ 新受刑者に占める犯罪時無職の者の割合 

 

  犯罪時に長崎県に居住していた新受刑者のうち、犯罪時無職であった者の

割合は近年 70％超で推移し、全国に比べ高い状況にあります。 

 

［表 11：長崎県］                                 ［図 5：長崎県］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［表 12：全国］                                  ［図 6：全国］ 
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６ 新受刑者に占める 65 歳以上の者の割合 

 

   犯罪時に長崎県に居住していた新受刑者のうち 65 歳以上の者の割合は、

全国に比べて高い割合で推移しています。 

 

［表 13：長崎県］                ［図 7：長崎県］ 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［表 14：全国］                                 ［図８：全国］ 
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７ 新受刑者中の再入者数及び再入者率 

 

犯罪時に長崎県に居住していた新受刑者のうち、再入者の割合は、平成 30

（2018）年までは 60％前後で推移し、全国より高い傾向にありましたが、

令和元（2019）年は 45.1％と減少し、全国に比べ低い割合となっています。 

 

［表 15：長崎県］   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［表 16：全国］ 
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８ 刑務所出所者等総合的就労支援対策の対象者のうち、就職した

者の数及びその割合 

 

 刑務所出所者等に対して、ハローワークと矯正施設や保護観察所等が連携し、

本人の希望や適性に応じた計画的な就労支援を実施する「刑務所出所者等総合

的就労支援対策」によって就職した人の割合は年々増加しており、本県では 

令和元（2019）年に 89 人に対して支援を実施し、41 人が就職しています。 

 

［表 17：長崎県］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

［表 18：全国］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）法務省提供データを基に長崎県が作成

注２）長崎県に所在するハローワークで相談を受けた対象者のデータ

99

118

157

129

89

18
24 24

32

41

18.2％
20.3％

15.3％

24.8％

46.1％

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

支援対象者数 就職した者の数 就職した者の割合（％）

(人) (％)

注）法務省提供データを基に長崎県が作成

7,688
7,464

7,794 7,690
7,411

2,675 2,790
3,152

3,521
3,722

34.8％
37.4％ 40.4％

45.8％

50.2％

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

支援対象者数 就職した者の数 就職した者の割合（％）

(人) (％)



16 

 

９ 保護観察終了時に無職である者（成人）の状況 

 

 本県の保護観察終了時に無職である者（成人）の割合は、40%前後で推移し、

全国に比べ、やや高い状況にあります。 

 

［表 19：長崎県］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

［表 20：全国］ 
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10 保護観察終了時に無職である者（少年）の状況 

 

 本県の保護観察終了時に無職である者（少年）の割合は、年によりばらつき

があるものの、全国に比べ低い状況にあります。 

 

［表 21：長崎県］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［表 22：全国］ 
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11 協力雇用主の状況 

 

 協力雇用主数は近年増加傾向にあり、本県においては、令和元（2019）年

10 月 1 日現在、165 社となっています。また、実際に刑務所出所者等を雇用

している協力雇用主は 16 社、雇用されている人数は 23 人となっています。 

 

［表 23：長崎県］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

［表 24：全国］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）法務省提供データを基に長崎県が作成
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12 出所時に帰住先がない者の状況 

 

 本県の刑務所出所時に適切な帰住先がない者の割合は全国に比べ、やや高い

状況にあります。 

 

［表 25：長崎県］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［表 26：全国］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）法務省提供データを基に長崎県が作成

注２）長崎県内の刑事施設を出所した者の数値
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13 更生保護施設及び自立準備ホームへの委託状況 

 

 刑務所出所者等で住居がない、頼るべき人がいないなど直ちに自立すること

が難しい場合には、保護観察所の委託を受け更生保護施設及び自立準備ホーム

において一時的に居場所が確保されます。施設在所期間は、原則６月（一定 

要件のもと６月の範囲で延長可）で、本県の平成 30（2018）年度の平均在所

日数は 96.5 日（全国 77.7 日）となっています。 

 

［表 27：長崎県］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

［表 28：全国］ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

注１）法務省提供データを基に長崎県が作成

注２）自立準備ホームについては、薬物依存症リハビリ施設（ダルク等の薬物依存からの回復を目的とした施設のうち、

　　　自立準備ホームに登録されているもの）への委託人員数（内数）を含む
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14 新受刑者に占める高校未卒業者の割合 

 

  犯罪時に長崎県に居住していた新受刑者のうち高校卒業未満である人の 

割合は、近年減少傾向で、全国に比べ低い状況にあります。 

 

［表 29：長崎県］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

［表 30：全国］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）法務省矯正局提供データを基に長崎県が作成したもの

注２）犯罪時に長崎県に居住していた者

111

106
115

83 91

54
61

69

42 42

48.6％

57.5％
60.0％

50.6％

46.2％

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0

20

40

60

80

100

120

140

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

新受刑者(人) うち高校未卒業者(人) 高校未卒業者の割合（％）

(人) (％)

注）法務省矯正局提供データを基に長崎県が作成したもの

21,539

20,467
19,336 18,272

17,464

13,786
12,853

12,087
11,092

10,389

64.0％ 62.8％ 62.5％ 60.7％ 59.5％

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

新受刑者(人) うち高校未卒業者(人) 高校未卒業者の割合（％）

(人) (％)



22 

 

15 保護司定数・保護司数及び充足率 

 

本県の保護司定数は 890 名で、充足率は年々低下しており、全国的にみて

も同様の状況となっています。 

 

［表 31：長崎県］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［表 32：全国］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）法務省提供データを基に長崎県が作成

注２）各年1月1日現在
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16 “社会を明るくする運動”行事参加人数 

 

 本県において、“社会を明るくする運動”の街頭パレードや弁論大会などの

各種行事に参加した人の数は、年々増加しています。 

 

［表 33：長崎県］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

［表 34：全国］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

注１）法務省提供データを基に長崎県が作成

注２）“社会を明るくする運動”都道府県及び各地区推進委員会において実施した行事を計上している
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第２ これまでの取組 
 

犯罪をした者等の中には、福祉的支援が必要でありながら適切なサービス

に繋がっていない、あるいは、就労先や住居が確保できないまま刑務所等を

出所したことなどにより、社会に受け入れられにくく再び犯罪を行ってしま

う人が存在します。 

犯罪をした者等に対する更生保護、再犯防止に対する施策は、これまで 

各司法関係団体や民間協力者等による支援が行われており、県においては、

長崎県地域生活定着支援センターの設置・運営や、“社会を明るくする運動”

の推進など、国や関係団体と連携して取組を行ってきました。 

 

［表 35：長崎県］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　注１）長崎県地域生活定着支援センター統計を基に長崎県が作成

　　　注２）長崎県が設置前の数値も含む。
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